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大
正
十
三
年
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賛
行

論

叢

替

業

税

の

不

r.-.. 
4ゐ

平

可

能

紳

戸

正

雄

緒
言

(
本
論
の
目
的
、
問
題
の
範
閤
)

第

段
其

我
現
行
替
業
暗
下
に
情
け
る
弔
佐
平
可
能

法
規
其
も
O
に
存
ず
る
不
公
平
可
能
(
↓
主
風
向
租
枯
観
よ
り
三
客
観
的
租
桔
視
か
ら
い
削
欄
枕
白
み
に
て
叶
他
橘
牧
盆
に
比
し
り
家
屋
勤

)

)

)

)

 

的
費
本
円
牧
金
に
比
L
2
土
地
牧
盆
に
比
し
ろ
替
業
内
部
に
て
1
或
一
四
時
に
て
礼
典
祐
替
業
の
問
b
同
種
替
柴
内
2
時
白
話
む
に
随
ひ
て

B

(

(

(

 

地
方
枕
を
併
せ
考
へ
て
)

其

法
規
白
運
用
に
上
っ
て
宇
ぺ
き
不
公
平
可
首
(
↓

4
2・
の
原
因
一
同
亘
書
の
巾
骨
の
不
正
に
慕
{
も
の
同
一
括
務
官
側
り
原
凶
に
基
〈

も
の
い
力
白
不
足
に
よ
る
も
の
ろ
利
盆
の
誘
惑
に
よ
る
も
の
は
成
績
を
誇
る
が
錨
め
に
出
る
も
の
に
腿
迫
厄
介
を
加
ふ
る
に
困
る
も
の
二
不

{

(

(

(

(

 

公
平
の
情
理

A
異
人
間
B
異
時
心
間
)

笹
川
議
揖
白
不
公
平
可
槌

議

第
十
九
巻

{
第
六
競

) 

七
九
三

論



論

議

管
業
粧
の
不
公
平
可
能

第
十
九
巻

(
第
六
披

士
九
四

第

段
共

改
正
替
業
松
下
に
於
け
る
不
公
平
可
拍

小
改
正
下
に
於
け
る
不
公
平
可
能
(
↓
紐
串
低
下
出
場
骨
斗
精
車
引
ょ
の
場
合
)

)

)

)

)

 

担
本
的
改
正
下
に
於
け
る
不
公
平
可
能
(
で
王
概
的
担
枕
観
よ
り
二
客
観
的
租
枕
翻
よ
り

A他
種
牧
盛
と
比
L
B
静
業
内
部
に
て
い
法
規

(

(

 

上
心
不
公
平
り
人
的
物
的
元
棄
損
在
の
度
合
の
異
る
錦
め

E
肱
盆
捕
叩
肉
離
島
の
異
る
矯
め
る
器
用
ょ
の
不
公
平
1
官
事
者
側
E
積
務
官
制
)

(

(

(

(

(

 

(
全
文
白
要
旨
)

其
幸吉
諭

緒

一ヲ口

由
来
、
我
凶
の
此
官
業
枕
は
呪
は
れ
た
る
稔
で
ゐ
る
。
年
来
、
百
認
の
管
業
者
が
之
を
以
て
悪
税
三
同
調
し

τ居

h
J
、
全
国
商
業
曾
議
所
聯
合
曾
は
之
が
腹
止
を
以

τ共
旗
章
ざ
し
て
居
る
。
併
し
其
主
張
は
容
易
に
政
府

ω採
納

す
る
所
己
な
ら
な
い
。
曇
き
仁
一
彼
等
は
一
一
阪
の
政
治
家
に
務
援
せ
ら
れ
て
之
を
呼
枕
し
て
居
た
詳
H
H
が
、
傍
t
其

の
政
治
家
が
天
下
を
取
っ
て
営
局
者
ご
な
っ
た

F
吉
に
は
、
之
が
採
納
に
鴎
附
随
し
た
。
英
世
陣
で
嘗
業
者
の
中
に
は

政
治
家
が
二
枚
舌
を
依
っ
た
芭
い
ふ
て
悩
っ
て
居
る
者
も
あ
る
が
、
併
し
之
を
康
止
す
る
こ
Z
に
よ
り
て
生
す
る

租
税
盟
系
上
の
扶
陥
並
に
財
政
牧
入
上
の
快
損
が
ゐ
ま
h
に
重
大
な
の
で
あ
る
か
ら
、

毛
ん
な
に
之
を
簡
軍
に
片

付
け
る
こ
ご
は
如
何
な
賞
局
者
で
も
六
っ
か
し
か
ら
う
ピ
思
ふ
。
併
し
き
う
か
己
い
ふ
て
此
就
が
良
い
l

税
か
公
平

な
税
か

t
問
は
る
れ
ば
、
然
b
此
が
良
、
さ
C
R

公
平
な
殺
に
ご
明
答
す
る
こ
ご
は
出
来
な
い
。
良
い
民
両
手
な
枕
ご
は
い
M

ひ
策
ぬ
る
が
、

手
り
ご
て
之
を
廃
止

L
粂
泊
る
己
い
ふ
の
が
事
の
築
相
で
あ
る
。
私
は
訟
に
之
を
廓
止
す
ア
L
Z



か
否
ご
か
い
ふ
政
策
論
を
上
下
し
ゃ
う
ご
は
思
は
ぬ
。
唯
ガ
此
に
於
ヨ
認
め
ら
る
べ
き
不
公
一
中
の
一
元
素
を
指
摘

L

て
論
者
の
晶
君
考
に
供
し
ゃ
，
フ
正
思
ふ
。

術
ほ
庚
〈
本
税
の
一
小
一
公
平
可
能
を
指
摘
す
る
こ
芝
、
な
れ
ば
、
管
業
枕
の
諜
せ
ら
る
ぺ
き
傍
業
の
箱
国
の
侠
陥

を
曲
事
作
、
る
こ
ご
も
出
来
る
が
、
此
は
阪
に
嘗
て
設
け
る
所
で
あ
る
か
ら
之
を
省
〈
。
今
一
つ
此
枕
の
縛
嫁
可
能
の

柏
崎
め
に
生
十
る
不
公
平
(
註
一
)
も
ゐ
る
が
、
鞠
嫁
可
能
ご
い
ふ
こ
ど
は
有
ら
ゆ
る
税
の
一
公
卒
問
題
を
議
す
る
に
就

て
は
常
に
一
膝
考
慮
す
べ
き
こ
主
で
あ
っ
て
、
此
税
に
限
っ
た
こ
ご
で
な
い
か
ら
、
特
に
之
に
論
及
し
な
い
。
唯

だ
滋
に
は
所
詮
如
何
な
る
課
税
方
法
を
工
夫
し
て
も
、
此
枕
に
於
て
特
嫁
可
能
を
取
除
〈
こ
芭
の
出
来
な
い
所
で

ゐ
り
、
英
よ
ち
し
て
生
守
る
多
少
の
不
公
卒
は
兎
れ
同
も
の
だ
ご
い
ふ
こ
芭
を
注
意
す
る
に
止
め
る
。

註

替
業
挽
は
}
白
直
接
稔
と
L
て
負
指
針
納
祇
義
務
者
た
る
管
業
者
に
止
ま
る
と
き
に
八
百
平
な
る
負
指
心
配
分
が
行
は
れ
た
と
い
ひ
得
る
。

け
れ

y
も
賀
際
の
普
刺
生
情
に
於
て
此
営
業
者
主
其
相
手
方
主
な
れ
る
人
と
の
相
劃
的
の
力
白
羽
弱
に
よ
リ
で
、
少
〈
と
も
其
一
部
を
他
人
に
移
し

得
る
ζ

と
は
事
貨
で
応
り
其
だ
け
に
於
て
は
立
法
事
由
期
待
に
反
し
た
不
公
平
を
生
ず
と
い
院
な
{
て
は
な
ら
ぬ
。
之
に
闘
ナ
る
ニ
三
円
皐
誌

を
事
「
る
と
、
例
之
、
プ
ン

1
レ
は
、
其
謀
拾
が
問
題
と
な
れ
る
商
品
目
鵠
め
に
市
場
の
降
件
を
鎚
挺
す
る
と
き
に
の
か
朝
旗
き
る
与
を
拝
る
。

債
格
が
其
だ
け
上
げ
ら
れ
る
こ
と
白
出
車
る
前
に
、
先
以
て
供
給
を
制
臨
し
な
〈
て
は
な
ら
ぬ
。
枕
が
之
を
生
ず
る
と
き
に
は
肺
線
せ
ら
れ
、
鼎

ら
ざ
る
と
き
に
は
特
鉱
せ
ら
る
λ

こ
と
を
得
ぬ
と
い
ひ
、
グ
ル
シ
ヅ
エ
ル
は
、
輸
入
醐
枕
に
て
保
護
さ
れ
た
市
場
て
は
、
管
業
枕
が
迦
例
買
手
に

制
的
陣
せ
ら
れ
、

M

町
闘
競
争
の
侵
入
に
よ
り
て
此
枕
が
借
業
者
白
上
に
止
主
る
こ
と
、
な
る
と
お
し
、
バ
ス
テ
1
プ
ル
は
、
外
吊
標
準
に
依
る
不
品

平
な
替
業
抽
出
生
産
者
。
或
も
り
を
脳
誕

L
、
其
残
れ
る
者
を
し
て
負
強
を
消
費
者
に
輔
嫁
せ
し
め
る
と
止
の
あ
り
符
る
乙
之
を
開
解
す
る
と
と

難
か

ιず
と
い
ふ
所

γ
あ
る
叫

論

管
業
揖
白
不
公
平
可
能

第
十
九
巻

(
弟
穴
親

強

七
九
豆
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論

議

替
業
挽
白
不
公
平
可
槌

第
十
九
巻

(
第
宍
競

四
} 

七
九
六

第
一
段

我
現
行
骨
業
税
下
に
於
け
る
不
公
平
可
能

共

法
規
共
も
の
に
存
す
る
不
R

公
平
可
能

一
主
観
的
租
税
観
よ
'
り
し
て
|
|
之
を
見
る
の
仁
、
元
来
、
租
税
の
H

公
平
不
公
平
ご
い
ム
一
』
芭
は
各
納
税
義
務
煮

の
会
給
付
能
力
か
ら
論
争
べ
き
も
の

rが
、
管
業
税
も
亦
地
租
Z
相
並
ん
で
一
の
物
税
ご
し
て
.
之
が
課
税
に
於

て
管
業
其
も
の
を
見
て
義
務
岩
其
人
を
見
向
傾
が
あ
り
(
註
ニ
)
、
随
ふ
て
は
叉
茸
(
義
務
者
の
人
的
事
情
を
考
慮
せ

十
、
夏
ら
に
は
累
進
卒
を
も
適
用
せ

F
る
こ
Z
、
な

h
a
=一
)
、
唯
だ
此
に
品
目
税
黙
の
設
け
ら
れ
た
事
が
地
租
己
比

し
て
異
っ
た
所
だ
が
、
其
他
の
駄
に
て
は
地
租
に
近
、
き
諸
の
快
酔
聞
を
備
へ
て
居
h
、
車
に
若
干
の
客
観
的
課
税
標

準
に
謝
し
比
例
率
を
適
用
し
、
随
ふ
て
は
大
所
得
者
大
雄
官
業
者
が
小
所
得
者
小
師
営
業
者
に
比
L
て
共
給
付
飽
カ
の

割
合
に
大
い
の
に
も
拘
ら
争
、
之
に
相
臆
し
た
負
携
を
魚
Z
J
r
、
結
局
、
割
合
に
軽
易
な
負
携
を
錦
す
ニ

Z
、
な

b
、
夏
仁
負
債
多
〈
係
累
者
多
き
修
業
潜
は
負
債
少
〈
係
累
少
言
者
に
比
し
て
能
力
割
合
に
乏
し
き
に
拘
ら
す
、

同
卒
の
負
携
に
任
す
る
こ
言
、
な
っ
て
、

一
屠
負
慌
の
重
量
仁
苦
し
む
Z

V
ふ
の
不
公
卒
を
生
宇
品
(
註
凹
)
。
此
等

の
快
鮎
は
賞
に
現
行
の
我
血
商
業
殺
に
存
ず
る
所
で
あ
る
ば
か

h
で
な
〈
、

恐
ら
〈
之
を
如
何
に
改
造
L
て
も
管
業

税
の
存
暗
闘
す
る
限
り
は
w

避
〈
べ
か
ら
ぎ
る
所
で
あ
ら
う
。

位

拙
文
、
地
租
D
不
公
平
可
部
、
泣
一
有
参
摘
。
向
丘
、
チ
ス
カ
は
、
瞥
業
軸
は
牧
溢
枕
と
し
て
、
人
卸
ち
主
韓
に
繋
ら
な
い
で
、
物
控
に



b

L
る
と
怨
し
、
セ
リ
グ
マ
シ
も
、
欧
羅
巴
に
掛
け
る
皆
業
殺
は
替
業
其
も
白
に
謀
せ
ら
れ
て
、
管
業
持
主
に
諜
せ
ら
る
お
白
て
な
い
ふ
」
い
ふ
て

居
り
、
ヘ
ツ
ケ
ル
も
、
悌
闘
替
業
稔
に
倣
っ
た
所
由
多
f
の
甜
官
位
、
物
観
を
租
枕
主
姐
か
ら
銑
〈
分
離
し
、
物
世
を
税
措
技
術
上
狗
立
の
も
の

と
し
且
つ
替
業
刺
得
量
、
主
担
的
会
所
得
よ
り
白
白
拝
観
的
成
分
と
し
て
取
出
さ
う
と
す
る
と
い
ふ
て
居
る
叫

〉

捌
文
、
地
租
白
不
公
平
可
能
、
註
一
七
。

『
註
三
)

拙
文
、
地
租
の
不
公
平
可
能
、
註
一
八
及
一
丸
。
倫
ほ
、

1

1

4
ル
ヒ
は
、
管
業
挫
で
は
、
負
債
利
子
白
控
除
が
必
ず
し
も
現
仕
れ
ず
と

詮
意
し
て
居
る
。

(
註
四
)

二
客
観
的
租
税
観
か
ら
し
て
|
|
見
て
何
う
か
。
前
記
の
不
R

公
平
可
能
は
遺
憾
な
が
ら
府
営
業
税
に
は
所
詮
遮
〈
4

か
ら

F
る
も
の
ぢ
か
ら
暫
ら
〈
措
〈
古
'
し
て
、
倍

τ之
を
一
の
物
税
Z
し
て
、
畿
業
主
(
も
の
に
客
観
的
に
課
す
る

税
古
し
て
果
し
て
会
卒
か

Zν
ふ
の
に
、
そ
し
て
此
に
つ

E
先
以

τ、

A
闘
税
の
み
に
就
い
て
見
る
の
に
、

ん
刊
他
積
牧
盆
、
特
に
土
地
家
屋
資
本
牧
盆
に
比
L
て

1
i修
業
収
待
が
割
合
に
重
い
負
揺
を
負
ふ
不
「
公
卒
ご

な
る
の
事
賓
が
あ
り
又
は
少
〈
古
も
其
可
能
を
も
っ
。
本
来
か
ら
い
ふ
言
、
勤
勢
一
枚
盆
は
暫
ら
〈
別
Z
し
、
少
〈

古
も
土
地
家
屋
資
本
の
牧
盆
に
比
L
て
は
、
蝿
官
業
牧
盆
に
は
其
に
人
的
元
素
の
多
少
さ
も
存
在
す
る
だ
け
・
大
僅

一
唐
斡
〈
課
税
せ
ら
る
べ
き
筈
の
も
の
で
あ
る
。
然
る
に
我
圃
で
は

1
家
屋
及
動
的
資
本
の
牧
盆
1
ー
に
は
全
〈
闘
の
牧
往
務
が
か
け
ら
れ
て
居
な
い
か
ら
、
此
に
比
し
て
は

径
業
税
を
課
せ
ら
れ
る
所
の
管
業
牧
盆
が
確
h
r

に
過
重
な
る
負
擦
を
潟
す
も
の
V
H
Z
い
ふ
て
良
い
。
認
に
一
大
不

論

替
業
積
。
不
品
平
可
部

七
九
七

叢

(
第
六
競

第
十
九
巷

E 
) 
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繭

叢

替
業
抵
の
不
公
平
可
前

第
十
九
巻

(
第
六
競

~，、
) 

七
九
八

乱
回
卒
が
存
す
る
。
彪
で

2
土
地
牧
盆

l
l
z比
し
て
は
、
我
闘
に
は
之
に
劃
し
て
地
租
が
ゐ
る
か
ら
、
家
屋
や
動
的
資
本
正
の
封

比
に
於
り
る
が
如
、
吉
不
法
卒
は
生
じ
な
い
が
、
共
れ
で
も
土
地
芭
営
業
広
に
於
て
、
課
税
物
件
及
特
に
課
税
標
準

の
捕
誕
の
難
易
が
異
り
、
大
館
に
於
て
此
が
土
地
じ
於
て
管
業
仁
於
け
る
よ
り
も
一
居
容
易
な
る
の
故
仁
、
此
勅

か
ら
し
て
は
土
地
の
方
が
相
官
業
よ
り
も
一
厨
重
い
負
携
Z
な
る
傾
を
も
っ
げ
れ
ど
も
(
註
亙
)
、
併
し
賓
際
、
営
業
ご

て
も
課
税
物
件
ご
し
て
は
そ
ん
な
に
逃
げ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
し
、
課
税
様
準
か
ら
見

τ、
土
地
内
方
で
も
現

に
地
債
の
決
定
が
随
分
ご
困
難
な
る
も
の
で
あ
り
、
営
業
税
も
外
形
標
準
に
依
る
ニ
ご
に
な
れ
ば
、

そ
ん
な
に
六

っ
か
し
き
も
の
で
は
な
く
な
る
。
此
に
於
て
雨
者
の
聞
に
多
少
の
隔
り
は
あ
る
ご
し
て
も
、
存
外
太
し
い
も

ωで

は
な
い
。
此
貼
か
ら
し
て
土
地
が
割
合
に
重
〈
負
携
せ
し
め
ら
る
、
傾
ゐ
り
ご
し
て
も
、
元
来
、
前
に
も
い
ふ
如

〈
管
業
の
方
は
土
地
よ
h
も
人
的
元
素
の
あ
る
に
り
割
合
に
軽
く
課
せ
ら
れ
て
然
る
べ
き
も
の
で
ゐ

h
、
大
館
に

於

τ営
業
の
本
来
負
ふ
べ
き
も
の
は
土
地
Z
勤
労
ご
の
中
間
位
に
て
可
で
あ
る
か
ら
、
営
業
の
寅
際
放
盆
は
土
地

の
E

質
際
牧
盆
に
比

L
、
(
所
得
税
が
同
等
に
課
せ
ら
る
Z
し
て
)
、
少
く
ご
も
牧
盆
税
の
み
か
ら
い
ふ
ご
竿
率
度
の

も
の
を
負
へ
ば
津
山
で
あ
る
o

果
し
て
今
日

ω寅
際
負
憶
が
此
閥
係
正
な
っ
て
居
る
が
否
か
は
絢
〈
計
算
し
て
見

な
〈
て
は
1
7
ら
ぬ
が
.
前
記

ω課
税
物
件
及
標
準
の
捕
梶

ω難
易
か
ら

L
て
、
土
地
己
管
業

t
の
負
擦
に
つ
き
て

正
賞
吉
見
ら
る
べ
き
此
関
係
を
生
宇
る
ほ
ど
で
ゐ
る
の
か
に
は
疑
が
ゐ
る
。
多
分
左
ま
で
の
等
差
在
住
子
る
ほ
ど



で
は
あ
る
ま
い

Z
思
ム
。
却
っ
て
課
税
標
準
が
地
租
に
て
は
国
定
不
動
の
法
定
地
債
で
ゐ
る
の
に
、
管
業
税
に
て

は
時
勢
の
進
む
ご
共
に
年
々
歳
々
自
動
的
仁
同
盟
化
し
、
多
〈
の
場
合
増
加
す
る
も
の
な
る
が
柏
崎
め
に
露
大
)
、
管
業

を
し
工
土
地
に
比
し
て
愈
々
過
重
負
擦
ご
な
ら
し
む
る
の
傾
な
き
能
は
や
で
あ
る
。
治
草
的
に
い
ふ
己
、
先
づ
地

租
の
み
行
は
れ
て
後
、
管
業
税
が
並
立
す
る
こ
吉
、
な
っ
た
が
、
此
二
の
も
の
が
初
め
て
並
び
立
っ
た
時
に
、
果

し
て
二
者
の
聞
に
均
衡
あ
る
負
擦
が
諜
せ
ら
れ
た
か
何
う
か
疑
な
き
を
得
ぬ
け
れ
ど
も
‘
仮
h
に
其
嘗
時
は
均
衡

M
r

得
ら
れ
た
Z
し

τも
・
其
後
、
土
地
芭
雄
も
其
牧
盆
が
大
慢
に
増
加
し
て
居
る
、
少
〈
記
も
穀
債
の
騰
貴
か
ら

見
れ
ば
可
な
り
増
加
し
て
居
る
筈
だ
が
、
負
擦
は
其
割
合
に
は
増
し
て
居
ら
ぬ
o

爾
後
小
修
訂
は
あ
っ
た
が
、
大

健
に
於
て
課
税
標
準
が
英
保
ご
な
り
、
税
率
の
畿
化
の
如
き
い
』
に
足
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
。
然
る
に
相
営
業
り
方
は

勿
論
茸
(
牧
盆
が
年
々
増
進
L
4ノ
、
は
ゐ

ι
が
、
主
(
に
件
ふ
て
之
を
一
不
す
べ
き
標
準
売
る
も
の
も
自
動
的
に
増
加

L
、

其
負
指
は
愈
々
盆
々
増
加

L
て
居
る
。
で
関
税
が
並
立
し
た
嘗
初
に
負
傷
の
均
衡
が
あ
っ
た
も
の
芭
す
れ
ば
、
其

後
、
営
業
税
は
地
租
に
比
し
て
盆
主
過
重
の
負
携
ご
な
り
つ
、
あ
る
露
で
あ
る
。
ま
し
て
夫
の
嘗
時
、
既
に
負
携

の
均
衡
が
得
ら
れ
な
い
で
、
修
業
牧
盆
が
土
地
牧
盆
に
比
し
て
過
重
負
擦
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
今
は
傍
業
税
は
地

租
に
比
し
て
二
重

ω過
重
苦
な
っ
て
居
る
で
も
あ
ら
う
。
或
は
夫
の
嘗
附
は
修
業
枕
が
地
租
に
比
L
向
ほ
遇
制
官
で

ゐ
っ
た
さ
し
て
も
、
業
後
に
於
け
る
地
租
の
不
動
に
謝
す
る
修
業
税
の
増
加
に
よ
り
て
、
今
は
む
し
ろ
聴
重
が
逆

輔
す
る
こ
正
、
も
な
り
得
る
。

二
者
の
間
的
均
衡
を
得
る
ご
否
ご
い
ふ
こ
ご
を
精
密
に
一
不
す
こ
Z
は
六
っ
か
し
い

論

叢

替
業
殺
の
平
益
平
可
能

第
十
九
巻

(
第
六
掛

ヒ
) 

七
九
九
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が
、
兎
も
角
も
不
動
的
標
準
を
も
つ
も
の
芝
、
可
動
的
標
準
を
も
つ
も
の
ご
の
聞
に
於
け
る
一
公
平
の
閲
係
を
生
じ

得
る
機
曾
は
理
論
上
唯
一
の
時
の
み
で
、

あ
ご
は
何
れ
か
一
方
の
過
重
負
携
古
な
る
を
兎
れ
ぬ
。
若
も
偶
々
長
初

に
可
動
的
標
準
を
も
っ
管
業
枕
の
方
が
不
動
の
標
準
を
も
っ
地
租
よ
り
も
過
重
負
擦
で
も
あ
っ
た
な
ら
ば
、
永
久

に
後
手
負
携
Z
な
る
の
時
機
は
京
市
ら
ぬ
・
】
吉
、
な
る
。

a目
玉
)

拙
文
、
地
租
白
弔
公
平
可
能
、
註
一
ニ
玉
事
問
。
備
陪
ロ
ツ
ツ
位
、
不
動
産
は
八
世
同
然
で
あ
る
に
瓦
し
、
管
業
白
事
買
の
確
定
は
兎
も
角
、
共

収
益
。
確
知
が
大
な
る
困
離
に
針
立
ナ
る
と
矯
し
、
グ
ル
シ
ツ
エ
ル
も
、
替
業
枕
の
賀
行
に
は
大
困
難
が
あ
る
。
其
は
土
地
家
屋
の
如
〈
而
か
〈

-
般
に
認
め
ら
る
お
所
白
且
つ
常
に
影
響
す
る
所
四
十
一
選
在
酷
〈
か
ら
で
あ
る
と
い
ひ
、
チ
ス
カ
司
、
地
租
家
昼
挫
で
は
諒
積
物
件
が
確
定
し
て

居
る
。
印
ち
諜
話
ナ
〈
き
物
が
公
鼎
に
存
ず
る
由
に
、
瞥
拍
車
種
て
は
比
事
が
同
一
度
で
は
哩
は
れ
な
い
。
其
収
益
白
高
き
白
確
知
が
特
に
非
常
に

困
雄
で
あ
る
と
錯
し
、
ペ
ラ
フ
エ
ル
デ
ス
は
、
利
子
第
賀
、
否
な
買
に
地
代
も
各
聞
に
て
或
平
均
的
水
準
監
一
市

L
、
其
確
定
出
打
勝
つ
べ
か
ら
ざ

る
困
難
に
出
曾
は
な
い
が
、
企
業
刺
得
白
客
観
的
決
定
に
は
大
な
る
困
難
あ
り
と
鵠
し
、
ヲ
グ
ナ
ー
も
、
地
租
家
屋
枕
で
は
、
肱
盆
能
力
及
開
牧

盆
自
存
在
、
並
に
山
v
fと
も
或
庭
内
に
亡
其
大
盤
D
高
さ
が
容
易
に
確
知
き
る
ふ
白
に
、
管
業
輯
て
位
、
仮
令
各
種
の
替
業
に
で
程
度
は
異
る
に

せ
よ
、
本
質
的
に
之
に
ワ
き
平
剥
で
あ
る
之
備
し
、
川
ス
テ
ー
ブ
ル
も
、
土
地
家
屋
の
評
慣
と
で
、
誼
難
且
ワ
事
費
な
る
過
程
で
あ
る
が
、
管
業

白
動
揺
す
る
刺
揮
を
測
一
疋
す
る
事
業
に
比
し
て
は
輯
晶
で
あ
る
と
い
ふ
て
居
る
明

拙
文
、
地
租
の
不
公
平
可
能
、
参
照
明

(
監
穴
)

ろ
童
市
内
部
に
於

τー
ー
は
、
元
来
、
営
業
税
の
匁
め
の
遁
拐
な
る
課
税
標
準
の
見
出
し
難
智
こ
芭
が
一
般

に
認
め
ら
れ
た
所
で
あ
る
が
、
賞
際
我
闘
が
選
ん
だ
所
の
共
も
、
淘
に
務
徐
の
も
の
で
あ
っ
て
、
其
に
擦
る
所
の

負
槍
は
可
な
り
不
R

骨
平
吉
な
ら
F
る
を
得
な
い
。

/ 
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り
或
一
の
時
に
就
い

τ見
て
先
以
て

い
異
種
管
業
の
聞
に
|
|
課
税
標
準
並
に
税
率
の
惑
捧
上

ω注
意
が
抑
凶
阜
、
こ
さ
に
よ
h
て
、
負
擦

の
均
衡
の
得
ら
み
、
傾
は
あ
る
げ
れ
ど
も
、
而
か
も
其
が
呆

L
て
異
に
期
待
す
る
ほ
H

と
適
切
な
結
果
ご
な
る
や
疑

は
し
い
富
士
)
。
特
に
臭
っ
た
管
業
種
類
の
怨
め
に
異
っ
た
課
税
標
準
の
選
ま
れ
た
場
合
の
如
昔
、
其
臭
っ
た
も
の

に
擦
る
こ
ご
に
よ
ち
て
均
衡
な
る
負
携
を
課
す
る
は
最
困
難
な
こ
芭
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
凶
又
臭
っ
た
岬
営
業
種
類

に
鵠
し
同
一
の
課
税
標
準
を
用
ゐ
、
異
税
率
仁
て
掛
酌
し
ゃ
う
芭
し
で
も
居
る
が
、
主
(
旦
(
率
が
果
し
て
各
業
種
に

於
け
る
牧
盆
事
情
の
相
違
に
適
切
な
り
や
は
疑
は
し
い
。

4

ラ
フ
エ
ル
デ
ス
吐
、
企
業
白
種
々
な
る
楠
瀬
に
品
目
て
牧
指
能
力
の
芸
異
を
確
定
す
る
と
と
は
困
難
だ
と
い
ふ
て
居
る
。

(
註
七
)

b
同
額
管
業
内
に
て
ー
ー
は
自
ら
課
税
標
準
及
税
率
が
同
一
吉
な
っ
て
居
b
、
共
れ
で
相
互
に
公
平
の

負
携
ご
な
っ
て
居
る
や
う
に
も
忠
は
る
、
が
、
決
し
て
苦
う
は
往
か
な
い
o

外
形
標
準
で
は
到
底
、
各
業
躍
の
貫

際
牧
盆
に
相
臆
し
た
負
携
正
な
る
こ
Z
を
期
L
得
ぬ
(
注
入
)
O

否
な
促
h
に
此
が
貫
際
股
盆
に
相
勝
L
た
も
の
さ
し

て
も
、
其
の
質
際
政
盆
其
も
の
も
、
精
密
に
V
ふ
吉
、
管
業
の
栂
類
(
惑
に
は
同
積
管
業
に
つ
い
て
論
じ
て
居
る

か
ら
此
貼
は
問
題
外

rが
)
及
規
模
の
大
小
に
よ
り
人
的
元
泰
正
物
的
一
冗
素
吉
の
混
在
の
度
合
が
異
る
が
潟
め
に

必
宇
し
も
之
に
依
る
の
課
税
が
日
公
正
な
る
負
携
ご
は
い
へ
な
い
ご
い
ふ
こ
ご
に
な
る

g
a。
兎
も
角
、
外
形
標
準

じ
よ
り
て
は
到
底
R

白
昼
・
負
携
は
得
ら
れ
な
い
。
例
之
、
物
品
販
買
業
に
て
買
上
金
高
の
大
小
芭
従
業
者
の
数
ぜ
に

論

叢

替
業
積
申
不
公
平
可
能

(
第
六
腕

丸
) 
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十
九
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(
第
六
親

依
っ
て
課
税
し
て
居
る
が
、
責
上
金
高
が
大
h
p

っ
た
か
ら
E

い
ふ

τ、
其
小
い
も
の
に
比

L
て
共
れ
に
け
大
な
枚

盆
が
ゐ
っ
た
又
は
其
れ
だ
け
大
な
能
力
が
あ
る
ご
い
u

ふ
こ
E
は
必
中
し
も
い
ひ
得
な
い
喜
一
O
)
O

唯
ピ
弦
に
物
品

阪
占
異
業
の
稀
類
に
よ
り

τ多
少
分
科
し
て
、
小
責
Z
卸
責
E
、
共
も
真
に
甲
乙
ご
か
に
分
け
て
臭
っ
た
率
を
遁
周

し
て
居
る
げ
い
け
は
見
様
に
よ
り
公
卒
に
近
づ
〈
も
の
で
は
あ
る
が
、
併
し
其
同
一
の
小
寅
の
甲
に
入
る
も
の
に

τ

も
、
向
ほ
異
っ
た
種
類
の
品
物
に
闘
す
る
だ
け
に
て
は
、
恐
ら
〈
責
上
高
Z
牧
盆
又
は
能
力
ご
の
問
に
相
営
の
並

行
関
係
が
取
れ
る
か
は
疑
は
し
い
。
否
な
同
一
穂
商
品
の
小
貰
己
し
て
も
、
動
揺
す
る
帥
営
業
界
に
於
℃
(
註
一
一
)
各

祭
業
者
の
受
〈
る
其
晶
礎
化
の
影
響
の
受
け
方
は
多
少
異
ら
ゴ
る
を
得
弘
い
し
、
比
間
に
蕗
L
て
利
盆
を
牧
め
る
潟

め
に
諜
す
所
の
営
業
者
の
手
腕
も
異
る
[
(
註
一
ニ
)
、
同
一
実
上
高
に
よ
り

τ生
中
る
利
盆
は
或
は
大
に
或
は
小

に
、
又
他
の
も
の
は
之
に
よ
り
損
失
を
生
じ
得
る
。
之
に
よ
り
て
相
互
の
間
に
一
公
平
負
擦
は
必
中
し
も
得
ら
れ
な

h
u
o

従
業
者
の
敷
に
よ
る
じ
否
苫
て
は
夏
に
一
円
滑
太
し
い
不
託
公
平
を
生
む
得
る
。
優
秀
者
三
然
ら

F
る
も
の
ご
で

は
牧
盆
の
上
に
非
常
な
相
濯
を
来
た
さ
な
〈
て
は
な
ら
肉
(
註
一
三
)
O

業
他
資
本
金
額
(
註
一
四
)
、
運
輔
資
本
金
額
、

建
物
賃
貸
痕
椅
富
一
五
)
に
つ
い
て
も
類
似
の
ニ
之
が
い
ひ
得
る
。

(
陸
八
)

拙
女
、
替
業
枕
の
諜
酷
標
準
、
註
一
六
章
一
問
。
尚
、
バ
ウ
ム
位
、
外
形
標
準
は
柏
崎
義
務
者
の
給
付
能
力
の

E
営
な
る
埠
難
な
き
表
示
と

な
る
を
得
ぬ
と
鵠

L
、
品

1
ペ
ル
ヒ
位
外
形
掠
曜
が
大
不
平
等
白
危
険
最
も
っ
と
母
し
、
フ
イ
ス
テ
ン
グ
は
、
信
服

L
て
牧
盆
又
は
牧
盆
能
力
の

決
せ
ら
る
L
を
得
る
如
き
同
抑
制
市
標
準
な
し
と
川
ひ
、
ポ

1
リ
ュ
ー
は
、
外
形
標
準
白
重
な
る
僻
融
自
一
ほ
、
此
刊
F
N
骨
替
業
者
の
筒
人
的
利
得
を
明

相曹、租揖間究、一春、 240-I..Baum， l[eber di_e ¥Virkung der Reform 
des回 yrischenGewerbesteuer宮田et::es. ~. 7. _Eh~berg~ a: a. Q. _5. "361 
Fl!isting，_ Gr_undzuge de!" Steuerlehrc. S. -328. Be九ulieu，Traite de la 
sdence des finances. 5 t:u. 1. p. 402. Pariell. Traitεdes impots. 2 ed. 
1. P" 412. ~Hecket a. a.;，. 9. ~F_ .z.88. Robin~on~ PubIic finatIce. p. 36 
Scligman， 1. c. p. 395. Bela F凸ldes，a. a. O. S. 413 
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に
L
龍
は
ぎ
る
ζ

と
だ
と
鵠

L
、
ハ
リ
ュ
ー
は
、
外
形
標
準
に
よ

P
て
管
業
を
課
せ
ん
と
す
る
立
法
者
は
、
暗
中
模
索
、
及
涯
接
自
制
度
に
師
ナ

る
も
の
だ
と
得
L
、
ベ
ッ
ケ
ル
位
、
件
形
標
準
に
よ
る
場
合
に
は
、
買
際
収
盆
白
代
り
に
型
式
的
平
均
出
現
は
る
L

と
焔
し
、
ロ
ピ
シ
ソ
シ
は
、

丹
形
標
準
は
、
清
々
、
食
際
白
納
続
出
力
に
到
し
頗
る
粗
な
る
近
接
を
奥
ふ
る
乙
止
を
期
す
る
を
得
る
の
み
と
い
ひ
、
セ
リ
グ
マ
ン
吐
、
肝
略
標

準
が
筒
入
山
精
箱
な
る
批
蔵
に
釘

L
精
細
な
る
近
接
の
訓
想
を
謹
せ
ず
と
鴻

L
、
ベ
ラ
ア
エ
ル
デ
ス
は
、
井
市
楳
準
に
よ

n
て
企
業
牝
盆
の
唯
近

接
的
評
定
す
ら
も
大
な
る
悶
雛
に
接
す
る
と
と
世
田
山
也
と
い
ふ
て
居
る
。

(
註
九
)

後
段
註
二
一
一
、
ニ
一
一
一
、
参
問
。

(註

-
O
)

拙
文
、
管
業
枯
の
課
揖
標
準
、
事
問
。
伯
ほ
、
コ
ン
ラ

I
V
も
、
商
業
に
於
け
る
販
賀
高
は
純
牧
盆
に
と
り
て
白
楳
埠
と
な
ら
ず
と
い

陥

ふ
て
居
る
。

(
陸
-
-
)

チ
ス
カ
は
、
替
業
牧
盆
は
担
湾
上
白
情
勢
に
よ
っ
て
大
な
動
揺
を
受
〈
る
も
白
井
」
錯
し
、
ロ
ツ
ツ
も
、
各
自
小
工
業
的
大
工
業
的
商
人

的
砦
業
白
牧
盆
は
頗
る
大
な
動
揺
を
車
た
す
も
の
だ
と
い
ひ
、
車
ら
に
、
外
情
的
牧
盆
可
能
に
依
る
課
輯
は
、
幹
業
牧
盆
の
大
な
る
分
化
に
酔
て

並
に
大
に
動
捺
す
る
所
の
景
気
に
於
て
、
特
に
世
界
市
場
白
大
な
る
錯
綜
が
存
し
、
主
主
し
て
地
方
又
は
闇
民
的
販
路
に

τ保
詮
さ
れ
な
い
庖
に

は
、
負
措
自
大
不
平
等
を
仲
ふ
と
と
込
な
る
と
い
ひ
、
グ
ル
ン
ツ
エ
ル
も
、
費
際
牧
金
は
全
速
に
輝
明
L
E
つ
深
〈
侵
入
す
る
所
白
骨
誌
の
舘
め

に
N
灯
時
楳
準
白
牧
金
槌
力
と
は
大
に
呉
っ
た
も
の
と
な
り
得
る
と
認
し
、
@
へ
ラ
フ
エ
ル
デ
ス
は
、
管
業
枯
白
困
難
及
危
険
は
企
業
利
得
。
勤
惰
に

あ
る
。
今
日
の
倖
議
行
得
。
非
常
な
る
鏑
張
に
怯
て
及
其
急
速
な
る
鑓
化
に
於
て
、
外
形
的
標
準
に
上
明
て
は
、
企
業
の
牧
盆
限
額
に
於
け
る
相

官
な
る
洞
察
J
P

得
ら
れ
な
い
と
と
は
疑
を
容
れ
な
い
と
い
ひ
、
ジ
エ
ヲ
レ
ー
も
、
時
業
刺
符
は
時
と
告
に
非
常
に
鑓
勘
す
る
。
瞥
業
生
活
の
今
明

白
被
弾
に
於
て
恰
か
も
捕
捉
砕
定
せ
し
め
ざ
る
が
如
き
勢
力
、
例
之
、
替
業
景
泉
、
企
業
者
自
投
噛
才
能
回
加
き
も
白
が
あ
る
と
い
ふ
て
居
る
。

(
陸
士
ご

前
註
シ

L

7

レ
1
事
陣
。
前
ほ
、
〆
ウ
ム
位
、
管
業
の
集
柴
は
管
業
者
白
人
的
能
力
に
か
、
お
る
と
鵠

L
、
チ
ツ
シ
ア
】
ト
も
、
和
世
主

曲
目
人
格
如
可
が
稲
済
申
耽
盆
を
左
前
す
と
濡
i
、
ロ
ツ
ツ
は
、
各
筒
白
管
業
に
て
用
ゐ
九
一
る
ハ
技
術
が
之

r
大
な
る
働
を
括
す
と
い
ひ
、
へ
ツ

ケ
ル
は
、
外
形
標
地
中
は
牧
盆
成
形
由
ょ
に
指
導
権
和
主
世
田
影
響
を
考
慮
せ
ず
と
い
ふ
て
居

Z
。

論

(
第
六
披

ー
} 

λ
O
一-一

議

替
業
枕
白
不
品
平
可
能

第
十
九
巻

1o) 拙著、租税研究、一巻、 238.Conrad， Fw. 9 Aufl. S. 163 
16) Ty"，k九. a. a. O. S. J48. Lotz， a. a. O. s: 326-7. Gruntzel， a. a. O. S. 
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諦

議

替
業
枕
白
不
公
平
可
能

第
占
ト
・
九
巻

λ
O四

(
第
六
慌

) 

拙
文
、
管
業
酷
白
課
稔
標
準
参
照
。
尚
ほ
、
コ
ン
ヲ

I

V
は
、
従
業
者
動
白
元
素
は
同
穂
企
業
の
問
白
比
較
に
は
間
に
合
ふ
炉
、
併
L

本
来
‘
之
に
て
牧
症
を
認
め
し
め
な
い
と
い
V

ふ
て
居
る
。

(
陸
士
号

(
陸
-
四
V

拙
文
、
管
業
括
白
課
税
標
準
審
問
。
尚
ほ
、
ク
ラ
イ
ン
ウ
エ
ヒ
タ
!
日
、
同
一
大
さ
白
財
産
に
て
も
偉
業
牧
盆
が
、
之
を
替
む
者
申
技

龍
次
第
に
て
頗
る
畏
り
た
る
も
の
と
な
る
ζ

と
は
明
か
で
あ
る
。
又
財
産
自
大
さ
が
異
り
た
る
替
業
に
と
り
で
異
っ
た
重
一
掛
を
も
っ
と
と
も
自
明

明

記
と
舘
L
、
バ
リ
ュ
ー
は
、
替
業
費
本
は
同
一
年
内
に
て
も
異
っ
た
時
期
に
よ
り
て
機
動
す
ペ
き
も
の
だ
と
い
ふ
て
居
る
。

拙
文
、
替
業
軸
白
謀
積
標
噌
参
服
。
何
日
、
コ
シ
ヲ

l
vは
、
大
な
取
引
が
小
な
底
に
て
行
は
る

L

D
に
、
立
蹴
な
唐
飾
を
有
っ
た
大

な
庄
が
必
ず
し
も
最
大
な
収
益
を
間
帯
げ
な
い
。
却
っ
て
特
段
な
評
判
を
も
円

J

所
の
小
な
庖
出
最
大
白
牧
誌
を
皐
「
る
。
特
に
此
際
、
異
っ
た
替
業

が

Art異
っ
た
方
法
て
、
大
な
、
そ
し
て
宵
債
な
場
虚
を
持
た
沿
〈
て
な
ら
ぬ
と
主
主
な
る
と
い
ふ
て
居
る
哨

(註

-
E
)ヨ

時
の
進
む
に
随
ひ

τは
1
i各
業
慢
の
聞
の
不
公
平
は
外
形
標
準
課
税
に
よ
っ
て
一
厨
増
大
す
る
傾
を

も
っ
。
芙
は
一
方
に
は
時
勢
の
進
む
に
従
ひ
、
管
業
の
種
類
が
盆
々
多
〈
分
化
し
て
牧
盆
事
情
の
複
雑
を
増
加
す

る
の
み
で
な
く
、
他
方
じ
は
企
業
規
模
も
亦
盆
々
大
さ
な
っ
て
、
芸
大
な
る
も
の
ピ
小
な
る
も
の
ご
の
牧
盆
が
愈

々
多
〈
外
形
標
準
に
比
例
せ
ざ
る
こ
吉
、
な
る
か
ら
で
あ
る
喜
一
六
)
。

(註=。
へ
ツ
ケ
ル
は
、
凡
べ
て
の
閥
局
経
済
上
技
術
上
及
枇
合
上
自
詰
歩
と
共
に
、
外
醒
個
師
唱
に
依
る
叫
官
業
陥
紐
枕
が
益
々
賀
際
主
題
か
る
こ

と
A

な
る

A
い
ひ
、

Z

I

4

ル
ヒ
は
、
十
八
世
組
の
棒
及
十
九
世
和
内
初
め
に
於
て
は
、
外
形
標
準
白
危
険
J
F
h
少
か
っ
た
u

何
と
な
れ
ば
常
時
、

中
小
極
替
が
誼
か
に
多
〈
河
大
将
替
は
稀
で
あ
っ
て
、
費
本
及
企
業
者
人
絡
が
牧
盆
の
上
田
影
響
は
後
世
に
於
け
る
が
如
〈
に
は
而
か
〈
重
大
て

な
か
っ
た
か
ら
と
い
ふ
て
居
る
叫

B
地
方
税
を
も
併
せ
考
ふ
る
に
於

τ
l
l右
の
闘
税
に
存
す
る
所
の
不
必
卒
は
之
が
矯
め
に
一
居
増
長
せ
し
め

拙著、租税附究、一巻、 238.Conrad， a. a. O. S. 163 
拙著、租税研究、一巻、 237.Kleinwachter， Fw. S. 15S. Parieu， 1. c. p 
405. 
型者、租枕研究、一巻、巧8.Con叫 a.a. O. S.向
eckζ日eLa. a. O. S. 291. Ehebe目rg，a. a. 0 日 2叫月〈守ト-2がκCσ、
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ら
る
、
こ
吉
、
な
る
『
註
一
七
)
O

唯
だ
我
凶
の
地
方
税
に
は
家
屋
に
劃
す
る
特
別
税
の
存
す
る
げ
い
け
は
前
記
の
不
必

卒
を
一
部
緩
和
す
る
ζ

ご
に
は
な
る
が
、
主
(
も
凡
ぺ
て
の
地
方
に
存
す
る
の
で
な
〈

τ、
主
ざ
し
て
都
曾
地
の
み

に
存
す
る
ガ
け
で
は
北
(
債
値
を
落
す
こ
ご
、
な
る
。
瓦
ら
に
附
加
税
率
が
相
官
業
税
に
於
て
地
租
仁
於
り
る
よ
り
も

低
レ
だ
げ
で
は
、
夫
の
管
業
の
過
重
負
摺
可
能
を
緩
和
す
ご
も
い
へ
る
が
、
其
は
宅
地
外
の
地
租
ご
比

L
た
場
合

に
つ
い
て
い
あ
b
、
宅
地
租
Z
比
較
す
る

E
、
地
租
の
附
加
枕
の
方
が
経
由
業
税
の
よ
り
も
軽
〈
な
っ
て
居
る
ご
い

ふ
こ
ご
が
ゐ
る
。
斯
〈
て
地
方
税
を
も
併
せ
考
ふ
る
ご
き
に
、
土
地
牧
盆
Z
各
業
牧
盆
ご
の
聞
に
均
衡
ゐ
る
負
擦

は
必
や
し
も
行
は
れ

τ居
な
い
や
う
だ
。
附
加
税
も
な
〈
特
別
税
の
例
も
乏
L
き
動
的
資
本
の
牧
盆
Z
比
し
て
は

勝
目
業
枚
盆
は
闘
殺
の
上
に
地
方
附
加
稔
り
か
、
る
だ
け
一
一
尉
過
重
の
負
描
帽
を
匁
す
こ
ご
、
な
る
。

相
文
、
地
和
の
不
公
平
可
能
、
註
三
十
=
一
、
ェ
1
吋
ル
ヒ
参
問
叫

(
陸
-
七
)

其

決
規
の
運
用
に
よ
っ

E
生
宇
ぺ
器
不
公
平
可
能

一
不
R

公
平
の
原
因
1
i我
園
現
行
管
業
税
は
法
規
某
も
の
に
於

τ、
阪
に
前
記
の
却
さ
諸

ω
不
込
卒
可
能
を
も
つ

が
、
別
じ
之
が
運
用
上
か
ら

L
て
も
其
上
の
不
必
卒
の
加
は
畠
可
能
が
あ
る
o

A
常
業
者
り
申
告
に
於
げ
る
不
正
に
基
〈
も
の
|
|
其
は
第
一
に
は
嘗
業
者
が
虚
偽
の
申
告
を
鋳
す
に
よ
っ
て

生
や
る
。
従
業
者
の
裁
の
如
、
主
、
詰
の
課
税
標
準
の
中
で
も
最
鹿
偽
的
の
申
告
の

L
に
〈
い
も
の
、
ゃ
う
だ
が
、

削ぬ

其
で
も
或
程
度
ま
で
は
常
業
者
が
之
を
少
〈
ハ
ピ
ム
こ
芭
が
あ
る
。
建
物
の
賃
貸
債
格
も
比
較
的
評
定
し
易
い
も
の

論

寝

管
業
世
心
不
公
平
可
能

(
品
大
続

) 

λ
C
五

部
十
九
巻

組情論議'9寄 4観点
拙者、租桂研究、一春、 238
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管
業
杭
白
不
金
平
可
能

rが
、
此
も
或
度
ま
で
は
崩
伸
牲
を
有
つ
か
ら
、
低
〈
い
ふ
こ
ご
に
な
り
得
る
o

資
本
令
額
及
蓮
縛
資
本
金
額
に

論

叢

λ
0大

第
十
力
巻

(
第
六
班

四
) 

至
つ
て
は
、
曾
祉
法
人
な
れ
ば
比
較
的
信
頼
し
得
る
け
れ
ど
も
、
共
も
或
度
ま
で
賞
t
惑
か
る
を
兎
れ
子
、
ま
L

て
筒
人
又
は
箇
人
的
の
管
業
で
は
虚
偽
の
申
告
芭
な
る
ニ
ご
が
多
か
ら
ラ
。
責
上
又
は
請
負
叉
は
牧
入
又
は
報
償

金
額
に
至
て
も
、
帳
簿
を
二
重
三
重
に
作
つ

t
偽
は
り
得
る
凶
此
等
に
つ
き
て
の
蛍
業
者
の
申
告
が
共
催
採
納
さ

る
、
の
で
は
な
い
が
、
英
の
採
納
古
る
、
に
け
で
は
不
日
公
平
を
生
じ
得
る
。
皆
人
が
一
様
の
度
合
に
て
虚
偽
を
い

ふ
な
ら
ば
・
ま
H
H
修
業
者
相
互
に
相
謝
的
公
平
が
得
ら
れ
て
居
る
ご
も
い
へ
る
が
.
寅
際
、
其
度
合
が
人
に
よ
b

異
る
の
で
、
何
ご
し
て
も
不
必
卒
三
な
ら
な
(
τ

は
な
ら
ぬ
。

B
税
務
官
側
に
於
り
る
原
因
に
基
〈
も
の
|
土
記
向
如
〈
嘗
業
者
の
申
告
の
必
十
し
も
信
頼
し
難
い
以
上

は
、
税
務
官
は
之
に
謝
し
て
相
嘗
の
訂
正
を
加
ヘ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
然
る
に
某
結
果
が
ヌ
必
す
L
も
R

公
平
じ

は
な
ら
な
い
。
い
其
は
第
一
に
は
彼
の
力

ω快
乏
に
困
る
o
彼
等
も
出
来
る
だ
け
正
確
な
も
の
ぞ
見
出
さ
ん
正
し

て
色
々
苦
心
し
て
居
品
。
げ
れ
刊
と
も
限
h
あ
る
カ
を
以
て
漏
れ
な
〈
捕
捉
す
る
こ
ピ
は
出
来
な
い
。
或
も
の
は
悉

〈
押
苫
へ
る
。
他
の
も
の
は
逃
が
し
、
そ
し
て
克
に
他
の
も
の
に
つ
い
て
は
取
ち
過
ぎ
に
ま
で
な
る
。
其
中
に
就

言
質
際
以
上
を
も
取
っ
た
場
合
に
は
、
嘗
業
者
が
恐
ら
〈
不
承
知
で
、
審
査
を
請
求
し
、
訴
願
、
行
政
訴
訟
ま
で

往
っ
て
訂

E
を
求
め
得
る
誇
で
は
ゐ
る
が
、
其
L
は
手
教
を
要
し
、
費
用
を
要
す
る
の
で
、
枕
寝
入
h
に
な
る
こ

ご
も
あ
る
。
此
方
は
或
は
訂
正
さ
れ
る
ピ
し
て
も
、
質
際
額
以
内
で
甲
乙
営
業
者
の
問
仁
捕
捉
さ
晶
、
度
合
山
異

同上、 237-8

向上、 238.
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る
こ
ご
に
よ
り
て
生
守
る
不
一
公
卒
は
麗
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
ろ
第
二
に
は
嘗
局
者
の
カ
足
ら

F
る
矯
め
な
ら
ば

ま

rし
も
で
あ
る
が
、
彼
が
嘗
業
者
よ
b
し
て
受
(
ぺ
き
現
賢
又
は
未
来
に
掛
る
所
の
利
盆
の
潟
め
に
、
偏
頗
な

る
蕗
置
を
怨

L
、
或
者
に
殊
夏
寛
大
己
怨
す
こ
ご
に
よ
ち
て
不
公
平
を
生
宇
る
こ
古
が
あ
る
。
は
第
三
に
は
嘗
局

者
が
上
司
に
劃
し
自
己
の
職
務
上
の
成
績
を
良
〈
見
せ
る
縛
め
に
無
理
に
搾
り
出
3
Fフ
ご
す
る
こ
Z
が
あ

h
、
共

結
果

E
L
τ
不
公
平
正
な
る
こ
ピ
も
あ

b
得
る
。
に
第
四
に
は
嘗
局
者
が
嘗
業
者
ご
交
渉
す
る
に
つ
き
其
態
度
の

乱
暴
な
る
が
勉
め
に
、
嘗
業
者
の
心
型
上
に
座
迫
を
加
へ
、
彼
が
帳
簿
検
査
、
質
問
等
の
縛
め
に
府
舗
に
往
っ
て

共
傍
業
の
邪
魔
を
す
る
が
怨
め
に
有
無
形
の
損
害
を
奥
へ
る
古
い
ふ
こ
古
も
ゐ
っ
て
、
此
等
も
租
税
金
額
以
外
の

負
槍
Z
し
て
嘗
業
者

ω頭
上
に
落
つ
る
も
の
芭
な
る
(
註
一
λ
)
O

此
が
相
手
の
蛍
業
者

ω人
仁
よ
っ
て
一
様
芭
な
ら

肉
の
で
、
是
れ
亦
た
不
R

公
平
負
擦
の
一
一
原
因
正
な
hJ
得
る
。

(
陸
自

A

ァ

r
4
ス
ミ
ス
が
租
荷
原
則
自
第
四
則
中
山
第
四
結
と
し
て
諸
点
る
も
白
出
掛
業
税
に
最
且
〈
官
る
。
田
〈
、
徴
軸
官
の
額
繁
な
る
諸

規
及
厄
介
な
る
吟
昧
に
よ
ワ
て
、
人
民
に
不
品
要
な
厄
介
麿
温
を
加
ふ
る
と
と
誌
な
る

γ
あ
ら
う
。
此
厄
介
は
故
絡
に
い
へ
ば
費
用
で
は
な

hr

叫

が
、
確
か
に
各
人
の
負
ふ
べ
曹
費
用
応
評

L
い
e
も
の
で
あ
る
と
。

ニ
不
公
卒
の
情
態

仏
異
人
間
1

1
右
の
原
因
に
依
b
生
千
ぺ
き
不
公
平
は
先
づ
以

τ人
々
聞
に
現
は
る
、
。
そ
し
て
特
に
芸
が
同

業
者
間
に
存
す
る
ご
き
に
は
、
管
業
者
ご

L
て
は
箪
な
る
負
抽
出
問
題
た
る
の
み
で
は
な
く
、
某
は
や
が
て
某
競
争

論

叢

凡

O
七

且
官
業
世
白
不
益
平
可
能

第
十
九
巻

(
第
六
税

五
) 
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入

O
八

保
件
を
不
調
等
芭
し
て
其
過
重
負
携
者
を
し
て
其
極
端
胴
上
の
存
立
を
失
は
し
め
る
ニ
正
、
も
な
る
。
主
(
が
俸
給
者

の
負
携
の
不
会
卒
以
上
に
重
大
な
問
題
Z
な
る
o
肱
官
業
者
が
負
擦
の
不
会
卒
に
つ
い
て
喧
し
〈
い
ふ
の
に
は
某
業

陸
の
性
質
上
、
最
同
情
す
引
き
所
以
の
も
の
が
あ
る
。

B
異
時
間
1
|
管
業
者
ご
し
て
は
一
冗
来
、
好
景
気
時
に
は
税
を
捨
ひ
易
し

Z
L、
不
景
気
時
仁
は
携
ひ
難
し
ご

す
る
も
の
で
ゐ
る
が
、
恰
h
r
h其
好
景
気
時
に
は
、
税
務
嘗
局
者
ご
し

τあ
ま
h
c
泡
求
し
な
〈

τも
校
枚
入
が

議
算
よ
り
も
多
〈
入
h
来
る
の
で
、
多
少
寛
大
の
態
度
に
出
る
が
、
不
景
気
時
に
な
る
さ
、
動
も
す
れ
ば
枚
入
減

の
傾
を
一
不
し
来
る
の
で
、
手
践
し
(
調
べ
上
げ
ん
古
す
る
こ
ピ
、
な
る
。
斯
(
て
嘗
業
者
正
し
て
は
前
記
の
不
会

同
T

負
描
聞
の
苦
痛
を
、
不
景
気
時
に
於
て
一
居
太
L
〈
覚
ゆ
る
こ
吉
、
な
る
。

第
二
段

改
正
皆
業
税
下
に
於
け
る
不
公
平
可
龍

其

小
改
正
下
に
於
け
る
不
会
卒
可
能

現
行
告
業
税
を
改
め
る
ご
し
て
最
簡
草
な
る
も
の
は
、
大
鱒
現
放
の
催
芭
し
て
、
車
に
税
率
の
愛
莫
を
潟
す
こ

古
で
あ
る
が
、
般
り
に

一
其
税
率
を
低
下
し
た
芭
す
れ
ば
ー
1
1
上
記
の
不
R

公
平
は
幾
ら
か
緩
和
さ
る
、
古
い
ふ
結
果
に
な
る
。
併
L

ニ
税
率
を
増
加
す
る
ご
し
た
な
ら
ば
、
|
|
其
己
は
反
担
割
に
、
夫
の
不
会
話
・
を
増
長
す
る
こ
言
、
な
ら
な
〈

τは



な
ら
ぬ
。
そ
し
て
今
後
ご
も
財
政
上
増
吹
の
必
要
の
生
中
る
ご
ご
は
一
屡
々
で
あ
ら
う
か
ら
、
其
場
合
に
廃
す
る
柏
崎

め
仁
も
、
助
殺
の
根
本
の
標
準
を
、
も
つ

Z
R公
平
な
も
の
ご

L
て
置
〈
こ

εに
カ
を
用
ゐ
な
(
て
は
な
ら
な
い
。

共

根
本
的
改
正
下
に
於
け
る
不
公
平
可
能

我
現
行
管
業
枕
が
不
R

背
中
可
能
の
大
な
も
の

Z
L、
併
し
之
を
康
止
せ
す
し
て
根
本
的
に
改
良
す
る
ご
す
れ

f;r 

一
方
に
家
屋
税
資
本
利
子
枕
を
設
り
、
地
租
に
も
修
正
を
加
へ
、

地
方
税
制
に
も
改
善
を
行
ひ
っ
、
、
管
業

税
其
も
の
は
、
む
し
ろ
轡
業
所
得
税
ご
も
い
ふ
ぺ
き
も
の
に
改
造
す
る
こ
ご
の
外
な
い
で
ゐ
ら
う
o

併
し
此
場
合

E
て
も
必
宇
し
も
、
そ
ん
な
に
理
想
的
の
公
平
を
驚
ら
す
ニ
古
は
到
底
出
来
な
い
。

一
主
観
的
租
税
観
よ

b
Lて
論
守
る
ご
1

1
術
ほ
此
が
一
の
物
税
ざ
し
て
義
務
者
の
全
能
力
全
鬼
な
い
で
、
管
業

に
閲
す
る
に
け
の
所
得
を
見
る
が
怨
め
に
、
会
卒
負
禍
惜
の
上
に
侠
貼
あ
り
古
い
ひ
得
る
。
恐
ら
〈
此
に
於
亡
も
負

債
其
他
人
的
事
情
の
考
慮
が
不
十
分
な
る
を
兎
れ
ま
い
し
、
税
率
の
一
如
、
さ
も
恐
ら
〈
相
愛
ら
宇
比
例
が
港
ま
れ
、

随
よ

τは
大
所
得
者
又
は
大
柑
営
業
者
が
小
所
得
者
叉
は
小
管
業
者
に
比
し
て
遇
制
噛
負
携
ご
な
る
を
品
目
れ
な
い
で
あ

ら
う
(
註
一
九
百

(
陸
一
九
}

ヨ
シ

-
7
1
ド
は
、
替
業
の
川
明
牧
盆
は
企
業
白
大
き
と
共
に
累
進
的
に
噌
加
す
る
を
例
'
と
す
る
。
其
純
牧
盛
田
高
さ
に
謝
す
る
種
目
穏
か

な
る
累
抽
出
は
縛
護
せ
ら
れ
持
主
錯
す
岨

(二)
客
観
白9
f1J. 
枕
湖
よ
h 
し
て

諭

議

管
業
税
白
不
A
H
平
可
能

第
十
九
巻

(
第
六
貌

七
) 

λ
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jI. 

O 

A
他
穏
股
盆
Z
比
し
て

1

i何
う
か
ご
い
ふ
正
、
此
改
革
に
依
h
て
も
倫
ほ
、
管
業
牧
盆
Z
他
積
吹
盆
ご
の
間

に
均
衡
ゐ
る
仕
組
を
作
る
こ

Z
は
困
難
で
あ
り
(
註
ニ
O
)
、
随
ふ
て
は
矢
張
り
不
公
平
正
な
り
得
る
。
家
犀
税
己
資

本
利
子
枕

Z
の
加
は
る
だ
け
は
、
従
来
よ
り
も
一
居
一
公
平
正
な
る
が
、
其

tτ
も
家
屋
税
に
て
採
ら
る
、
課
税
標

準

ω如
何
に
よ
っ
て
は
、
例
之
、
家
屋
の
債
格
、
又
は
其
形
獄
、
大
さ
、
地
位
な
Y
」
に
よ
る
な
ら
ば
、
管
業
所
得

税
ど
は
臭
っ
た
標
準
に
依
る
・
】
吉
、
な
っ
て
、

二
一
君
の
問
に
均
衡
あ
る
負
携
が
得
ら
れ
瓜
ニ
吉
、
な
り
得
る
。
賃

貸
川
間
格
に
依
る

Z
き
に
、
徐
科
、
替
業
所
得
に
近
似
す
る
ニ
ご
、
な
る
が
、
主
(
で
も
家
屋

ω所
得
Z
其
賃
貸
債
格

さ
が
同

r
zい
ひ
切
り
得
な
い
村
い
け
に
於
て
幾
分
か
異
っ
た
性
質
の
も
の
さ
し
て
均
衡
を
得
F
る
燥
が
ゐ
る
。
資

本
利
子
殺
に
於
け
る
課
税
標
準
化
る
、
へ
き
資
本
利
子
は
管
業
所
得
吉
長
近
い
性
質
の
も
の

rhr色
大
鵠
均
衡
が
取

り
易
い
ご
し
て
、
借
て
地
租
に
至
つ
て
は
、
主
(
げ
か
国
税
ご
し
て
行
は
る
、
以
上
、
恐
ら
〈
は
在
来
の
台
帳
贋
格
の

修
正
に
よ
り
、
随
ふ
て
矢
張
り
相
同
盟
ら
宇
回
定
不
動
的
の
謀
税
標
準
に
依
る
外
な
き
こ
吉
、
も
な
っ
て
、
崎
営
業
所

得
税
の
場
合
の
年
身
獲
一
真
き
る
べ
き
可
動
的
の
標
準
に
依
る
も
の
さ
は
性
質
が
太
し
く
異
る
こ

Z
、
な
り
、
此
問

に
於

τ均
衡
ゐ
る
負
擦
は
望
み
難
き
こ
吉
、
な
る
o

或
は
地
租
の
方
も
、
年
々
の
土
地
所
得
に
依
る
さ
い
ふ
こ
さ

に
3

れ
ば
比
較
し
得
る
も
の
芭
な
る
が
、
其
は
国
税
に
は
行
ひ
難
か
ら
う
し
、
精
々
、
土
地
の
賃
貸
債
格
位
に
依

る
一
】
吉
、
な
る
を
得
ゃ
う
が
、
並
(
れ
な
れ
ば
腕
に
管
業
所
得
ご
は
少
し
許
h
意
義
が
異
る
し
、
叉
其
す
ら
も
国
税

t
L
て
質
行
す
る
の
に
は
壷
帳
制
よ
h
も
厄
介
で
、
行
ひ
難
い
ご
い
ふ
こ
さ
も
あ
る
o



{
註
ニ
ロ
)

拙
文
、
地
租
の
不
公
平
可
能
、
参
昭
一
山

引
修
業
内
部
に
て

1
i俗
て
又
管
業
枕
を
修
業
所
得
税
ご
震
す
古
き
に
は
、
恐
ら
〈
各
州
開
業
山
所
得
又
は
牧
盆

に
一
容
に
或
一
定
比
例
卒
を
課
す
る
こ
ご
、
な
る
で
あ
ら
う
が
、
然
る
ご
吉
は
一
見
す
る
ご
其
が
各
替
業
の
示
す

給
付
能
力
に
最
良
〈
適
う
ゃ
う
で
も
あ
る
が
(
註
ニ
こ
、
其
貫
は
必
中

L
も
然
る
こ
ご
を
得
泊
所
以
の
も
の
が
あ

る
。
第
一
に
、拙

文
、
替
業
秘
の
謀
掛
標
準
品
世
間
。
伯
ほ
、

Z

1

4

ル
ヒ
は
、
替
業
税
て
は
謀
揖
標
準
と
し
て
最
良
き
も
の
は
寅
際
収
金
だ
と
局
し
、

明

ヨ
ン
ラ
ー
ド
も
、
人
は
管
業
融
に
て
も
民
に
精
密
な
る
椋
ヰ
を
唯
だ
純
状
症
に
求
む
る
を
得
べ
し
と
い
ふ
て
居
る
。

(
駐
ニ
一
)

初

-

い
法
規
上
の
不
ゐ
卒
1

ー
さ
し
て
、
ー
各
附
営
業
に
存
す
る
物
的
一
元
素
人
的
一
冗
素
混
在
の
度
合
の
異
る
の
に
藤

十
る
こ
古
が
出
来
ぬ
古
い
ふ
こ
ご
が
あ
る

J

そ
し
て
共
は
轡
業
の
穏
類
に
よ

h
て
も
異
る
。
著
し
き
は
口
入
業
の

如
き
に
て
は
人
的
元
来
が
勝
も
・
銀
行
業
な
れ
ば
物
的
元
来
が
勝
つ
が
知
〈
で
あ
る
(
註
ニ
ニ
)
O

然
ら
ば
各
種
問
営
業

に
よ

b
税
率
に
差
等
を
設
〈
れ
ば
之
に
て
能
力
に
感
じ
た
謀
税
が
出
来
る
や
う
げ
い
が
、
併
し
芸
税
率
の
差
等
の
定

め
方
が
叉
六
っ
か
し
〈
な
り
、
異
に
会
一
中
越
切
な
る
を
得
る
こ
ご
は
出
来
品
。
芸
に
つ
き
依
り
に
或
度
の
不
公
卒

巳
む
を
得
中
ご
し
て
も
、
夏
に
は
同
積
管
業
に
て
も
人
的
一
万
素
ご
物
的
一
克
素
ご
の
存
在
の
割
合
が
必
中
し
も
同
一

率
で
な
い
ご
い
壬

τ乙
が
ゐ
与

M

特
に
共
傍
業
の
規
模
の
大
小
に
よ
り
て
も
巽
り
、
小
規
模
に
て
は
人
的
元
素
が

勝
'
り
、
大
規
模
に
て
は
物
的
一
冗
素
が
勝
b
(註ニニ一)、

そ
L
て
時
勢
の
進
歩
芭
共
に
、
且
百
業
が
盆
々
複
雑
ピ
な
り
、

論

叢

J、

瞥
業
続
四
平
会
平
可
抱

第
十
九
巻

(
第
六
貌

一
九
}

寵済論書室'9管、 4観、 39-4u

哲署、租枕研究、ー巷、 23'・Eheb時 a.a田 o.S. 2ル Conrad.a. a. 0・，64 
H eckei， a. a. O. 5， 287 
拙著、租税静岡E、三春、 ro3

28) 
2!l) 

30) 
31) 



論

管
業
拾
の
不
公
平
可
能

λ 

叢
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規
模
の
大
小
の
相
違
が
大
Z
な
る
に
於
て
、
各
業
平
等
の
課
税
方
法
は
盆
々
以
て
不
必
卒
を
増
長
す
る
傾
を
も

っ
。
2
今
一
つ
、
管
業
牧
金
又
は
所
得
の
捕
誕
の
難
易
が
初
め
よ
b
し
て
管
業
積
栢
闘
の
異
る
に
よ
っ
て
回
詩
り
(
註
ニ

担
、
夏
ら
に
規
模
の
異
る
仁
よ
h
て
も
異
る
さ
い
ふ
こ
さ
が
あ
る
(
詰
二
五
)
。
牧
盆
課
税
に
よ
っ
て
之
等
に
適
切
な

る
差
等
課
税
を
成
す
こ
ご
は
難
い
。

二
ノ
ケ
ル
は
、
人
的
物
的
ニ
成
分
が
管
業
所
得
の
成
形
に
頗
る
呉
づ
た
度
に
於
て
干
興
す
る
。
或
管
業
て
は
主
た
る
成
分
が
動
崎
町
報
酬

で
あ
リ
、
他
佳
品
串
て
は
資
本
利
得
で
あ
る
。
そ
し
て
共
が
踊
替
の
組
関
及
技
術
的
特
質
に
か
与
る
と
鵠

L
、
ア
イ
ス
チ
ン
グ
は
、
費
本
と
努
力
と

の
重
要
比
蹴
る
多
様
で
あ
る
。
資
本
干
臭
白
時
ん

E
之
な
き
管
業
も
あ
れ
ば
、
其
非
常
に
大
な
る
干
血
の
時
業
も
あ
る
。
そ
し
て
此
ニ
白
区
劃
白

問
に
多
様
な
段
階
が
あ
る
と
い
ふ
て
居
る
叫

( 

E主

) 

(
註
二
三
)

畠

1

4
ル
ピ
は
、
小
規
模
替
業
及
勤
務
管
業
で
は
牧
盆
が
賃
金
に
逗
告
、
大
規
模
瞥
畿
で
位
資
本
自
協
力
が
前
面
に
現
は
る
と
焔
L
、

へ
ツ
ケ
ル
は
、
丸
刈
資
干
奥
田
制
令
の
差
異
が
企
業
の
規
模
に
か
ミ
る
。
小
瞥
業
て
は
替
業
収
盆
は
主
と
し
て
勘
捗
報
酬
て
あ
り
、
中
企
業
で
は
一
一

一
克
棄
が
全
世
よ
均
街
を
和
、
企
業
由
大
規
模
と
共
に
費
本
の
勢
力
が
柑
加
L
、
透
に
最
大
の
も
の
に
豆
て
決
定
的
元
素
と
な
る
と
い
ふ
吋

ヲ
グ
ナ
ー
は
、
商
業
、
銀
行

A
類
似
業
に
て
は
・
多
〈
は
工
業
に
於
け
る
上
り
も
牧
畳
の
捕
捉
一
扇
附
雑
だ
と
い
ふ
て
居
る
叫

ヲ
グ
ナ
ー
は
、
大
鰐
替
で
は
小
担
月
比
百
よ
り
も
牧
症
捕
担
一
厨
困
難
と
符
す
叫

(
註
ニ
四
)

(
睦
二
五
)

ろ
蓮
用
上
丘
小
会
卒
|
|
般
b
に
制
度
上
相
官
に
帥
営
業
種
類
及
規
模
の
異
る
に
よ
り
て
生
や
る
能
力

ω差
等

を
考
慮
し
て
会
卒
に
な
っ
て
居
た
さ
し

τも
、
運
用
上
よ
b
し
て
此
日
公
平
が
破
れ
る
ニ
吉
、
な
り
得
る
。
元
来
、
替

業
は
特
に
牧
盆
又
は
所
得
の
異
相
の
捕
犯
し
体
、
き
椛
類
の
も
の
で
あ

h
「
註
二
六
)
、
特
に
其
が
行
政
の
不
完
全
に
し

て
国
民
道
義
の
進
ま
5
る
蕗
仁
太
し
〈
(
註
ニ
七
)
、
我
閣
も
此
黙
に
つ
き
ー
は
良
い
方
で
は
な
い
。
此
に
つ
い
て
は
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郎、
J

到
底
税
務
官
の
カ
の
み
に
て
は
捕
捉
す
る
こ
ピ
が
出
来
す
、
-
随
ム
て
常
業
岩
の
申
告
を
も
利
用
す
る
こ
吉
、
な

ら
F
る
を
得
叫
が
、
其
崎
営
業
者
記
し
て
は
管
業
主
戸
も
の
、
一
性
質
上
、
多
少

ω慮
偽
を
い
ふ
の
巳
む
べ
か
ら

5
る
も

の
も
あ

h
(註
一
マ
八
)
、
随
ふ
て
は
曾
祉
英
他
簿
記
の
明
瞭
な
る
傍
業
者
の
場
合
(
註
ご
み
の
外
は
・
営
業
者
の
申
告
に

は
多
少
の
虚
偽
が
交
り
ま
三
O
)
O

そ
L
1
2
税
務
官
が
査
定
す
る

Z

L
て
も
其
カ
の
足
ら

F
る
怨
め
か
又
は
何
等

か
の
故
意
を
以
て
、
或
は
過
大
仁
見
積
り
或
は
過
小
に
見
積
り
て
不
公
平
を
来
た
す
こ
ご
は
、
前
に
現
行
法
下
の

運
用
に
つ
い
て
い
へ
る
ご
同
で
あ
ら
う
。

(
註
ニ
訂
)
拙
文
、
替
業
枕
の
韻
枇
棋
畑
中
及
所
持
続
内
弱
動
参
照
。
伯
眠
、
ク
ラ
イ
シ
ウ
エ
ヒ
タ
ー
は
、
替
業
の
純
陀
症
の
碓
知
は
外
部
の
者
に
は

異
常
に
悶
離
だ
と
偲
L
、
エ

1
4
ル
レ
」
は
、
替
業
所
得
を
適
切
に
確
定
す
る
と
み
』
は
必
ず

L
も
容
易
て
な
い
と
い
ひ
、
テ
ス
カ
位
、
替
業
牧
盛
山

時
如
仕
非
常
に
困
難
と
錯
し
、
シ
且
フ
レ
ー
も
、
替
業
利
得
は
之
が
認
識
困
難

γ
あ
っ
て
、
容
易
に
隠
医
さ
れ
得
る
も
の
ー
と
錦
L
、
ロ
ツ
ツ
は
、

瞥
業
の
肱
益
課
稀
位
、
料
済
及
政
治
組
織
が
賀
際
押
ら
れ
た
庇
白
替
業
結
果
に
闘
す
る
民
賞
。
申
告
白
、
義
務
者
よ
り

L
て
期
待
せ
ら
る
弘
前
提

却

を
併
し
な
い
以
上
位
最
困
難
な
問
題
置
と
い
ふ
。

(
註
ニ
セ
)
、
ロ
ビ
ン
ソ
ン
は
、
特
に
財
務
行
政
が
無
龍
又
は
腐
敗
し
た
問
、
又
は
納
暗
者
い
か
組
問
上
牛
小
融
到
達
か
又
U
其
方
便
由
詳
細
な
陳
過
を
搬
ふ

が
如
き
聞
で
仕
、
方
便
由
大
小
に
従
ふ
て
分
組
さ
れ
た
る
細
巧
な
人
職
の
授
謹
は
困
難
だ
と
錯
し
、
パ
λ
一
ア

1
プ
ル
は
、
時
業
刺
符
測
定
難
に
闘

し
、
其
大
困
難
出
納
泊
者
自
申
告
を
好
き

f
る
こ
と
に
存
ナ
止
鵠
ナ
叫

(
駐
二
八
)
ロ
ツ
ツ
は
、
管
業
者
は
不
動
産
所
有
者
よ
り
も
一
唐
容
易
に
賦
稔
縄
闘
の
目
を
拒
む
可
能
を
も
つ
の
か
司
て
な
〈
、
彼
自
静
業
成
績
に
つ

骨
外
部
に
知
ら
し
む
る
ζ

と
を
隷
ふ
備
を
も
有
つ
。
其
は
儲
か
る
場
骨
に
は
競
争
者
の
出
る
と
と
を
悲
れ
.
胡
を
し
た
場
合
に
は
此
事
寅
白
知
る

L

結
晶
に
、
其
信
用
及
販
路
の
損
傷
さ
れ
ん
こ
と
を
恐
る
誌
か
ら
で
あ
る
・
と
い
ひ
、
グ
ル
ン
ツ
エ
ル
は
、
替
業
の
純
牝
術
課
税
に
於
て
、
商
工
業

て
は
共
競
笹
上
、
農
業
に
於
け
る
よ
り
も
一
府
大
な
普
諜
秘
密
E
職
牲
と
す
る
凶
危
険
が
故
障
と
な
る
と
潟

L
、
ペ
ラ
フ
エ
ル
デ
λ

は
、
企
業
刺

符
白
大
な
多
様
、
之
に
共
力
す
る
元
棄
の
多
椋
が
、
主
止
し
て
皆
業
秘
密
の
宥
想
白
潟
拍
に
、
企
業
利
得
の
計
算
に
用
立
つ
べ
き
事
賓
の
申
骨
白

蛸
却

要
求
さ
れ
な
い
ζ

と
白
尤
も
な
る
と
と
を
配
明
す
と
い
ム
て
居
る
。

前

(
係
大
概

バ巳

= 

叢

替
業
続
四
不
晶
平
可
桔

一) 

第
十
丸
巻
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前

議

第
十
九
巻

偉
業
松
田
不
公
平
可
能

{
第
六
挽

) 

A 

囚

(
註
ニ
九
)
品

1
4
ル
ヒ
は
、
例
之
、
決
掠
金
一
市
義
務
あ
る
曾
批
企
業
に
於
け
る
が
如
(
、
又
は
法
律
よ
財
産
目
錐
及
貸
借
針
服
荘
を
作
る
義
務
あ

る
向
人
に
品
即
け
る
が
加
〈
、
寅
際
収
徒
出
姐
則
正
し
き
簿
記
に
叶
怖
い
て
確
定
さ
れ
得
る
蕗
に
は
、
又
は
其
他
、
貸
際
般
金
が
収
入
支
出
心
劃
問

r

よ
り
て
棺
定
吉
れ
得
る
彪
に
仕
賢
際
収
益
が
第
一
位
に
標
準
と
し
て
別
府
き
る
L

て
あ
ら
う
ふ
L

い
ひ
、
ク
ラ
イ
シ
ウ
エ
ヒ
ダ
ー
も
企
業
者
が
快

算
定
公
示

L
、
之
正
よ
り
て
其
企
業
の
純
肱
盆
を
直
接
に
一
市
す
義
務
あ
る
場
骨
に
は
、
替
業
収
往
確
知
の
附
雛
な
し
と
い
ひ
、
グ
ル
シ
ツ
エ
ル
も
、

参
加
者
の
利
盆
に
於
て
替
業
依
躍
を
公
一
市

L
な

t
で
は
な
ら
ぬ
所
の
近
世
者
本
間
世
に
於
て
替
業
純
収
盆
課
粧
が
最
良
(
成
功
す
と
品

L
、
ペ
ヲ

ア
エ
ル
戸
ス
は
一
府
也
被
に
、
企
業
所
得
確
定
の
咽
難
白
例
外
は
、
詩
的
性
質
を
有

L
、
公
共
監
督
白
下
に
立
ち
一
決
誹
公
示
の
義
務
を
有
す
る
企

業
り
み
だ
と
活

L
、
パ
ウ
ム
は
、
小
な
給
付
能
力
の
乏
し
き
偉
業
者
は
、
其
管
業
収
盆
枇
態
を
精
密
に
申
告
す
る
を
待
向
。
拙
等
は
正
確
な
る
簿

記
を
有
た
な
い
か
ら
。
併
し
又
大
経
野
は
其
貸
伯
封
加
者
を
容
晶
に
胡
路
北
し
得
る
。
但
だ
世
主
要
な
る
大
将
峰
、
株
式
合
副
に
て
は
比
胡
蹴
化

し
は
悶
雛
だ
左
い
ム
て
居
る
叫

(陸一
Z
O
)
ポ

リ
ユ

は

申
告
耳目
CD 

下
に

可
吹Z

多
〈
白

虚
{時
6つ
誘
惑
あ
り
と
お
ず
o~l) 

。士
iI'日

論

以
上
要
之
、
M

営
業
税
な
る
も
の
は
枚
盆
税
制
度
を
採
る
以
上
、
此
仕
組
を
拙
葉

L
な
い
以
上
は
、
僅
系
上
の
一

要
素
正
し

τ存
立
を
要
求
し
得
る
も
の
で
あ
る
げ
れ
ど
も
(
註
三
一
)
、
併
し
此
貼
を
別
Z
し
て
自
由
に
批
判
す
る
な

ιば
、
之
が
我
現
行
法
の
偉
に
於

τ其
法
規
上
に
も
運
用
上
に
も
不
公
卒
可
能
が
殻
存

L
、
官
に
現
行
法
下
山
町
み

ピ
ら
す
、
之
が
改
造
改
革

ω行
は
れ
た
に
し
て
も
所
詮
不
必
卒
が
取
去
ら
れ
な
い
ω
凡
べ

τの
殺
に
多
少
の
不
公

手
は
兎
れ

T
Z大
観
し
切
っ
て

L
ま
へ
ば
辛
捧
の
出
来
ぬ
こ
ご
で
は
な
い
が
、
此
に
不
必
卒
可
能
り
存
す
る
ニ
己

は
打
消
し
得
ぬ
o

管
業
枕
悪
枕
だ
さ
い
ふ
の
も
全
然
無
意
義
に
己
は

ν
ひ
得
な
い
や

)
r
o

(
註
冒
ニ
)

4

一7
7

エ
ル
ヂ
ス
は
、
収
金
枕
の
組
系
中
に
は
偉
業
株
主
依
〈
ら
と
宕
持
凪
と
お
し
、
グ
ル
シ
ツ
ユ
ル
は
、
管
業
税
の
解
放
位
、
岡
陪

の
利
盆
に
も
公
正
田
型
求
に
も
誼
は
ぬ
と
鵠
す
叫
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